
別記様式第３号（第８条関係）

質疑応答書

令和３年１０月２１日

入札件名 佐野市立小中学校等自動体外除細動器（ＡＥＤ）賃貸借契約

質 問 事 項 回 答

仕様書 3⑵ 

「日本光電工業株式会社製 AED-3100」とあ

りますが、遠隔監視システムは必須の認識で

よろしいでしょうか。

遠隔監視システムが必須な場合は日本光電

工業株式会社が提供するAEDリモート監視シ

ステムを利用して１日１回のAED自己診断結

果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期

等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の

連絡先に弊社コールセンターから電話連絡

によりご報告させていただき、AED の異常内

容をお客様にご確認頂く運用が必須である

との認識でよろしいでしょうか。

また上記対応に加え、AED の稼働状態（AED

本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー

残量）のレポートの提出は必要でしょうか。

必要な場合、レポートの提出のタイミングを

「毎月」「隔月」「年１回」からお教え頂けま

すでしょうか。

なおレポートの提出はメールにて提出でよ

ろしいでしょうか。

また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信

遠隔監視システムは必須ではありません。

AED の稼働状態のレポート提出につきまして

は、「仕様書 8 定期点検」に記載のとおり、

説明書で推奨されている定期点検内容のと

おり実施し、異常の有無を設置担当者に報告

してください。

なお、異常がある場合はすみやかに連絡し、

異常のない場合、レポートの提出はメールで

も可とします。



状況の改善する場所を検討し、それでも改善

が難しい場合は、別途協議するとの認識でよ

ろしいでしょうか。

仕様書 4⑵④ 

救急セットの内容はニトリルグローブ１双、

カミソリ１本、ハサミ１本、ミニタオル１本、

蘇生用マウスピース（ＲＥＳＡＣＯ－Ｒ）１

個でもよろしいでしょうか。

仕様書 7⑽ 

セルフチェックの内容は、電極パッドのセル

フテストはコネクタの接続チェック、使用期

限、導通のチェックを行う機能があれば、よ

ろしいでしょうか。

仕様書 8

「「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理

等の実施について」で求められている点検以

外に、「取扱説明書」に記載された AED 使用

のために日常点検等以外で手動での月に１

回の定期点検を推奨している機種について

は、受託者が点検を実施し異常の有無につい

て設置担当者へ報告すること」の記載につい

て、メーカーの取扱説明書には「ステータス

インジケータの表示を確認することで使用

できる状態であることがわかりますが、より

確実な動作のために、月に一回の定期点検を

可とします。

可とします。

仕様書のとおり、説明書記載内容に沿って実

施してください。



おすすめします」とありますが、AED 本体に

セルフチェック機能があり、定期消耗品の期

限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際

の代替機準備を行えば定期点検は不要とし

てよろしいでしょうか。

仕様書 9⑴⑵ 

消耗品の交換は、新しい消耗品を設置先に送

付し、不要となったものは、新しい消耗品に

同梱の返送用伝票で、お客様より返送いただ

く運用でよろしいでしょうか。

仕様書 11⑴ 

「取り扱い説明」とありますが、胸骨圧迫・

人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説

明書に図示され、その他に取扱説明書、取扱

説明の CD-ROM を同梱していれば、現地での

対応は不要でよろしいでしょうか。

現地対応が必要である場合には、AED 本体を

展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED

使用方法・心配蘇生法をご説明すればよろし

いでしょうか。

仕様書 11⑵ 

「サポート体制」とありますが、24 時間体制

のコールセンターがあり、お問い合わせに対

応できればよろしいでしょうか。

可とします。返送に係る費用は受託者の負担

とします。

仕様書のとおり、現地での説明をお願いしま

す。

可とします。

（注）・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。


